
〇 〇 〇
特 遊 一 初
定 技 部 任

平 調 機 改 給
成 達 の 正 、
十 契 道 認 道 昇 道
三 約 警 定 公 格 人
年 に 察 及 安 、 事
五 関 本 び 委 昇 委

北 海

〇 〇 〇 〇 〇
農 関 初 職 一 争
林 す 任 員 般 議
漁 る 給 の 競 行
業 規 、 任 争 為
改 則 昇 用 道 入 道 の
良 の 格 に 人 札 立 通
普 一 、 関 事 に 函 知
及 部 昇 す 委 よ 館

道 公 報

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
道 基 知 知 肥 道 土
路 本 事 事 料 営 地
の 測 権 権 の 土 改
区 量 限 限 登 地 良

公 域 の に に 録 改 事
の 実 係 係 の 良 業
変 施 る る 有 事 の
更 の 保 保 効 業 工

第

〇 〇 〇 〇 〇
道 道 土 一 一
営 営 地 般 般
土 土 改 競 競
地 地 良 争 争
改 改 区 入 入 告
良 良 の 札 札
事 事 役 の の
業 業 員 実 資

号

毎
週
火
・
金
曜

月 す 部 型 員 給 員
一 る 告 式 会 等 会
日 入 示 の 告 の 告

札 検 示 基 示
の 定 準
公 等 に
告 の 関

火 告 す
示 る

曜 規
則

日 に
基

手 を 給 る 員 る 水
当 改 等 権 会 道 産
に 正 の 限 規 有 試
関 す 基 の 則 財 験
す る 準 一 産 場
る 規 に 部 告（
規 則 関 を 船 示
則 す 任 舶
の る 命 ）
一 規 権 の
部 則 者 売
を 及 に 払
改 び 委 い

表 通 安 安 期 の 事
知 林 林 間 工 の
の の の 事 完
指 指 更 の 了
定 定 新 完 の
の の 了 届
解 解 出
除 除
の
予
定

変 計 の 施 格 示 目
更 画 就 に
計 の 任 関
画 決 及 す
の 定 び る
決 退 公
定 任 示

の
届
出

次

日
発
行

づ
く
保
育
士
等
の
級
別
資
格
基
準
表

正 北 任
す 海 す
る 道 る
規 職 規
則 員 則

等 の
の 一
日 部
額 を （
旅 改 労
費 正 政
の す 福
支 る 祉
給 規 課

（ （
土 土（

建 地 地（ （
道 設 流 改 改
路 部 通 良 良（ （
整 総 治 治 対 指 指
備 務 山 山 策 導 導
課 課 課 課 課 課 課

土 土 土
地 地 地 （ （
改 改 改 生 生
良 良 良 活 活
指 指 指 振 振
導 導 導 興 興 発行
課 課 課 課 課

北 海 道
（総務部法制文書課）

の

一
〇 九 九

三
２

こ 施 と と
の 行 と 北 と「 「
規 期 し 農 海 し 農
則 日 た 業 道 た 業

に 則 ）

八 八 七 七 六

二 一 ◇
１ つ る 初
内 い 北 趣 規 任 こ

初 容 て 海 旨 則 給 の
任 所 道 の 、 規
給 要 行 一 昇 則

） ） ） ） ） ） ）

六 五 五 五 五 四 四

三 二
係 る び「

施 ） 生 採 内 こ 北「
行 。 活 用 容 と 生 海
期 改 に と 活 道
日 良 係 し 改 行

） ） ） ） ）
電話

ペ
ー

四 四 三 三 二 ジ 印刷

〇
一 ◇ る 北
海 職 規 海

趣 道 員 程 道
旨 人 の 情
事 任 報 日
委 用 公 高

－ －
（内線 ）
－ －

富士プリント

〇
正 北
す 海
る 道
規 情
程 報 石
公 狩

は 改 職 改（ （
、 第 良 員 別 良
公 二 普 等 表 普
布 条 及 の 第 及
の 第 員 日 二 員
日 二 」 額 及 」
か 号 及 旅 び 及
ら 関 び 費 別 び
施 係 の 表「 「
行 ） 生 支 第 生
し 。 活 給 六 活
、 改 に 関 改
平 良 関 係 良

、 の 政 部 格 は
昇 改 組 を 、 、
格 正 織 改 昇 公
、 を 規 正 給 布
昇 行 則 す 等 の
給 う の る の 日
等 こ 改 規 基 か
の と 正 則 準 ら
基 と に に 施（
準 す 伴 北 関 行
に る い 海 す し
関 た 、 道 る 、
す め 初 人 規 平

普 る た 良 政
及 選 。 普 組
員 考 及 織
」 の 員 規
を 実 」 則
削 施 の の
除 の 職 改
し 権 名 正
、 限 が に
を 伴「 「

改 任 改 い
良 命 良 、
普 権 普 平

員 に 開 海
会 関 条 区
規 す 例 漁
則 る の 業
六 権 施 調
限 行 整

二 の に 委
七 一 関 員
） 部 す 会
を る 公
任 日 告
命 高
権 海

公

布

さ

れ

た

規

開 後
条 志
例 海
の 区
施 漁
行 業
に 調
関 整
す 委
る 員
石 会
狩 公
後 告

成 普 す ） 普
十 及 る 。 及
三 員 規 員
年 」 則 」
四 の の の
月 職 一 職
一 名 部 名
日 を 改 を
か 正「 「
ら 改 関 改

一 適 良 係 良
用 普 普
す 及 及
る 員 員

る 、 任 事 則 成
規 こ 給 委 及 十
則 の 、 員 び 三
の 規 昇 会 北 年
一 則 格 規 海 四
部 を 、 則 道 月
改 制 昇 七 職 一
正 定 給 員 日
関 す 等 一 等 か
係 る の 〇 の ら

こ 基 〇 日 適
と 準 五 額 用
と に ） 旅 す
し 関 費 る

及 者 及 成
員 に 員 十
」 委 」 三
を 任 に 年
加 す 改 四
え る 正 月
る 職 さ 一
こ か れ 日
と ら た か
と た ら「
し 農 め 「
た 業 、 農
改 こ 業（

第 良 の 改

者 区
に 漁
委 業
任 調
す 整
る 委
規 員
則 会
の 規
一 程
部 の
を 一
改 部
正 を

則

の

あ

ら

ま

し

志
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
の
一

こ 」 」
と に に
と 改 改
し め め
た る る
。 こ こ

た す の こ
。 る 支 と
規 給 と
則 に し
等 関 た
に す 。

二 普 規 良
条 及 則 普
第 員 を 及
二 」 制 員
項 及 定 」
関 び す 及

す 改
る 正
規 す
則
（
北 一

六

部
を
改

一
一

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し



２

資役の政約政道

資次契
結第行 務格令 い締令が
う

第 ず
れの の指 にた

競 のの 種もめ名 条条 要
該に

北 海

１

にめ契

平資平者定
るに

必る

成格成
及

５調度なの

年び年要も

１をお格す

月達に資と

日すいはる

道 公 報

規 北

地定 海

に 道

よ
方
告自

こり 示治

の、 第法

規一 施

則般 行

は競 号令

、争

第

三 二
２ １ る

施 え 人 内 こ 農
行 そ る 水 水 容 と 林
期 の こ 産 産 と 漁
日 他 と 大 業 し 業
規 と 学 専 た 改
定 し 校 門 。 良

号

一 ◇
農

趣 一 林 平
旨 〇 漁 成
〇 業 十
六 改 三
） 良 年
普 五

第第 格類件当必争 ４４

項項 るな札 １２ す要入

と意関 にに 複複こ同に
り ササ。をす 規よ 写写
ビて指 す競 ーー得る 定

を 者入 ススい名 る争 ビ
給給者停 札 供供る

約含さ 成の 契は止 未へ

るて、。約

参

の締定平給

務がに

役道

約

種結め成契

類しる

１

とと月

うの５

よも年

当に

る、日

すし
に該一

公入 昭

布札 告和

のに

日参 年

か加 政

らす 令

施る 第

行者

しに 号

、必 。

平要 以 成な 下 十資

の た 及 技 普
整 び 術 及（
備 第 独 員 手
を 二 立 に 当
行 条 行 係 の
う 第 政 る 支
こ 一 法 農 給
と 項 人 林 範
と 第 通 漁 囲
し 三 則 業 の
た 号 法 改 改
。 関 に 良 正
係 よ 普 を

及 月
手 一
当 日
に
関
す
る
規 火
則
の 曜
一
部 日
を

を 関れて 者加 にまれ 年

除 るいな 被排 すない 、

れ 格）こ 佐さ 資。い 補

て でと 人
被る 下い はい 以な。 又

者 こ

」人な 格。 助で 資と 補

争

め約競

定契般

とでい

の

北約り札

契よ入

るに
るを示

道係達告

海に調
役う

般る行

事一すを

知

種サ

入の写

争務複

堀競
札

三格 政 年を 令 四定 」 示 月め と 一た い 日。 う か。 ら） 適第 用
す
る条

この

と５

） る 及 行
。 試 手 う
験 当 こ
研 の と
究 支 と
機 給 す
関 範 る
を 囲 た
学 に め
歴 お 、
又 い こ
は て の
職 、 規
歴 独 則

改
正
す
る
規
則
（
北
海
道
人
事
委
員

、

。て。 うっと いあこ
６

）
格再再成格資

イウ作資
た有 申格 中を企申しの

組を申効 請の 小有業請

ー

業る合し請期有 企す

也加、ス

参はビ

達に類

供

５
す

資

格再次行

アイ資をア

出いこ格 申 審 提提のう
有 の 先先ずとを 請 査 出
のれが

と第

し１

た項

。の

４
申資午申資申

め資のた

請請

い審格前格請

て格

査時査類

る査審９審書

き申のかのを のの との

と 立 を
し 行 制
て 政 定
加 法 す

年つに
げ経中び

法 中以い掲及

企はる済小協

律 小下て
第

業中、資産企業

等小当格業業組

企該要局等合 号

会
規
則
七

３
要 成成格 平平

資

よ書間効 の ５５
年年件

ではう類及期 方 等者又

当

同あ協法とをび間

協
も組る出該

組る業す提

の合者し期

合

あ、けの

企にではな間
ば新

組るる４れ更

業限

な手

合。資の
な

除ををのら続

を）格

かです 再 のの

く変有申

る者

在にきる 申 名事 所

す当

当。の

称地請由該

海便話者資

北郵電る該

環号号引に

道番番で格

境き係

続る 生

資業

活－－き営

部

請出

時方 。請申ら申提

時期は後法はす

の請午

と

平時次こ

期、５、る

で掲に

成まに
申行

５間るり

年のげよ

日な書な

１し請わ

月に

件長協に ） 協

かけ類け

等小はが同あ 第 同業中
条 合協企、行組っ ３ 組

法は 第 法同業適う合て

組等用官

設 項 昭合協し公第、 １

適条立 第 和」同な需３

と組い

際 号 年い合。格第の ７
は合号に に 法う又組４

げ 第）協のに資 掲 律。
及業証掲格

に
日日例

１１特 月月の
き
納引

のて
前い

直お
の

い

の年
で２

まき
限続

期

類

）しる書。

。更す請

のそ提

あもでの

でた者

を成に

格構先

資の出

る

提

る変該

すを当

有員、

格を
そた先

でし出

者更

－ 生
活を相

得続 文北

よ、

札と併 内 ・道う合

化海

るは

少幌す又 線 青
年市

の渡

室中－も譲

生央

はに

興３資り

振北、よ

活区

提ば

られのれ
課条格承

ば
ら先ら

日な出な
当。

曜い、い

土なにな

日先

曜出

日提

、該

日。
祝示

び指

及の

び組明げを る

す 業 ）
中合をる有 協 号

次す業る 組 第
小が有企

で 条
業のる組者 合 ３

企
団いと合

体ずきあ 以 に

下も 定
のれ。以る 下 規
組か

織にの 協 す

業構 組 中
に該企が 業 る

」 企
すす組成 合 小
関当

をそ
税上
道以

るる合員

い営
てを
し業

納事
滞の

いで
なん

二

のもの

と
。こ
とる

こい

よ

員に

成示

構の指

のた

６査し

西審継
資り

をよ

日に

請
申

目再者

丁

と 業

）し

。成

く作

除り

律きと過 い 等
法と」の

、い半 う 協

。を 組）
昭２う数 。 同

）占

和の
に 合

。



５

入入開開札
入入

平 札保

成 札札札札証

十 保金

三

場日場日は

年 証、

五 免

北 海

と

２３４

札約海札

入平。契北入

に条道執

成 納
加を境の 入年 参項環行

す活所 場海 す示生場

北
者場部及

道 る

道 公 報

調契 調調複調

達 達達写達

を約 ををサを

す

るるビるる 枚 すすーす

役期

務務供務務 月 役役ス役

第

１ 北

次

７

海

の平入 道

と成

資資

告札 格

お 示に 格を

り年 第

のす一５付 有

す る般月
競１る 号

が争日事

喪者

号

は
効 格係格

資に有資

約
効般の 間 有一１ 期 のる
の

間争に 更

期競

月 所時所時金除

一 す

日

。
る

同同

海海成にに

北北平

道道
札環年じじ

火

市生月

幌境５。。

曜 中活
央部日

日

に所生び

告

北号午

区１

要文時

第 必活日

示 所
こ北な化

が道格青 に と海資・ 号

室 す

り境年 定

有環少 規

。部活 複

る活生 る

得生

のの間 平

活興 サ

生振 写

間様

名名年仕 均 のの給

称称

等平範 及予

成囲 び定

内 数数

札６、 ） 量量入年で 枚
明１成

説月平

書日

失２入項

よら５

にか年

規
に札

る
す下

定以

にい

件と

要」

格札

資入

札め

は入新定

当。

該う

を札約

格落契

資のる

、

も

るのる

す定係

有決に

とあ

めでで

認まの

と日

３会前

旨する

た

条議 ビ

文課 ー

目
丁

６
西室時

約

年契

少給

青供

・ス

化

資

興る

振す

活関

生に

室

る平月

を
格

課

。成
日

に
月度
３限

年を
た期
。約
で契
ま該
日当

い実

なを

し）

しを
だ間

。道

とる海

とす北

こ施

、
は
き堀

と
た事

っ知

な

有

知、

通。め

のるた

資

更

日の

た間

っ期

あ効

が

行

の、

１は

ら新

か
にわ

北

土 海
道地
告改 ここ詳

示良 のの細

第

告札、

法 公入は

こ
る

す
有

のの入

名所

捨税相者契

イアイ

す札あに

て事当落で約
す在

金者る者る関

た業

す
予長
、延

額で金とか

のる
算

９
約開に入る

契要そ号ア
札 げ金を

書札掲札落額
算 成時決 のる額加 作の

８
。
う
失也

を
格達

入等

予そる

７

価）
れ 年 郵郵落す定。

及て格を

便札ぞ 北 便べ

の 道 びののし

等者れ 海

よ決予 規 電区制た にの

る。

めい

定な

報分限者

６
契

の
書付付 明

説
札交交

入

昭
号

容行説

和 内執札
公に

法 予、書

年 はは明

あする

第 電で開よ

律 定
話
番りる。

変）

号、。号

更第

－す
る条

をっ申事

）あ額なをる

もか入たし務称地

をる
書はる担

っ免札者出を

落事に、こ当北郵

て税

道番

札業記落とす海便

決組環号

価者載札。る

とある定織境

格です

するこ後の生

るかと速名活－

のを。や称部

た 要

おに 札にし のに定
た 否他びる金

い当 及係

２て の費
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北日落

、１

整

に道

庁農

支免

知農

空

昭

い事

置）

え備

備

合 号

整
和

法
年備

整
第場

律ほ
備

業 第
農 ）

、 号
用

］
備） の整設

盤施

用 条

知排

道用

海用
種 北業

農

第

、２

ての

堀
類、

事水

項

成１

平

道に

月海定

５北規

年の
次

ら、

か事り

日知よ

８

堀

成地

平土

、の

て業
日の

改

道変

月海業

５北事

年良
を

ら画

か事計

日知更

８

堀

暗 の
、 項
水 １

排 第

日定

土 り
客 よ
、 に

ょ 定
き 規

） 、

四

同同

の 地
業 土
事 営

） 道

成
完平同同同同同同同

了
達年
月 也
日

地

般土

一達り

、お

間と

達。

、た

間め
縦改

の也

改
地 良
土 改

縦
の也

般
一

形業
事 月
良 北



安目

解場保た解

１２３

除所

平 除 に林的

成 係と

十 るし

三 保ての

年 安指
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イ 行
っ



の 製型定定

概要検検検

験番効 業試年有 造式定
月
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検検又代製う型式の
５

業遊遊型 表 定定は造事

称は所技技 者 の申名又

式 の 者及検の機機 有請
のび査所のの 効

道 公 報

事
う型式の概要検検

４
技式定 業遊遊型製型定

式業 の機機試年 造 所技

月 所のの験番

第

は造

要検検検検又代製

の 製型申名又 定表 定定

検 年有 造式請称は 者 定

のび査 番効 業の 試者及

月 験

号

式の概

３
平
成遊型 十技 三機 年の式

五

名号日号間

番期 者

道

平第公 株

警 示 成 式

の 会

日 年 社察 サ５

ン月号平

本 セ１成

イ日

ア年部

を在種区 期氏

ル月

ー５

名所名行地類分名

氏住

間
公愛株代愛ぱ遊
ん機出

示知式表知ち技

締稲この前

の県会取県

古サ役沢遊認一

日名社

機及２

平屋ン市技定丁

中イ島矢び

成市セ杉大

ー志高式

年区ア紀町型

番 者

月のル男松の

５丸

類分名名号日号

在種区

平第

地

タ ぱ遊

成 イ ち技
ん機パヨ

年 このチー

遊認ンエ５

及スッ１

技定コレ月号

ア式

型ジ株

びタク日

機

氏住を 期 者氏

のム会

式

名号日号間名所名行

番
平第公愛タ代愛 株

示知イ表知 成 式

の県ヨ取県 会

日名ー締名 年 社

古エ役古 ネ５

ッ濱市

ッ月号平屋レ屋

西ク岡西

ト１成市

日

寄

５見式洋見

年区株区

区

月寄会平

月分名 一
日

認ジ
のク

機ッ
技ラ

遊ブ

火

及ッ
定ャ

曜びク
型 日

の－ 式

告

ド）

ン日

ア１

示

ア五検

間
年
３

ィら

デか

ド二等

日二ン十定

１内
ィ地関

か目デ番に

）丁
ら

る

３番一す

年

２社

第
条
６
第
則

間号規

第
則
規
る
す

関
に

等
定

検 １町社町

第
条
６

日
間
年
３
ら地地 か番番 ）

第
則
規
る
す
関

に
等

定
検

第
条
６

請を

申申申査
審

アイウ

３

イ
号
１

類っ

書行 請請

者ど 査条

はう

約付、か 条 に納契件こ

じすに一アの の の 応入

の 札 らる係般か審 ５ 入

２
イ
号
１

れ物る競ら査

札の平道納き日

入次続
年国

にい成が入２本

納

行す 参ず

上に

加れ年うる以内 入

協１

すに北指物

適成調背調納

の平入

定

達広達

札

用

すす 付入 を年を服を に

号
２

け月るる

受５

北

次な 海

のお 道

と、 警

おこ 察

りの 本

一入 部

般札 告

出き

時方提と

のた のの

北北電査
審

、

期法先は

等便海海話結

平申本郵

書を番道道番果

成請

察申

年類提号札警号を

５の出幌

請 市本 月提し

２ は

８出な－中部－者

ま申 の 、 る品背争ウを

服札で請 規 地 こに広入

。要を参にし 定 方 と必

け よ 治 と契加定な に 自

担格るれ る 法 す約資め
件 行 生当のとば 条 施 る

査ろら 付 令 地者審こな

一

の等
給指よい 般 昭 供がにな

を定り。 競 和

産い 場るも海名品生お

告争は又て

者該道競又

所必す示入こは、

に当

と売約

要る第札れ販契

に なこ

実当

契資と号関類の担

るす績者

約格。にす似
有の

当定指るを等

担規

等るを品す求

者す名物

物

す

が物停にるめ

る期 る１物

品 。日品

の 事
及等

称様

項名仕日 着 の
数成

び平

量入
明月

説９
札年

書

競に 示

争係 第

入る
札調 号

達
下、

以は
入

と月
」４
札年

い

に 央総 日先け

通 区務－ かのれ

ら指ば北部知
す ６示な２装

る

よな西課。

月にら条備

作。丁線 日りい７内 ４
ま
で成目

し

受す、 争

書
請

申
た

ら場の 札 政 ける２ 入 年
で 令

るでか あ 第 れ所
こ採ら る
の 号

で 、 以

。でま で 。

と寸
こ掲 札

るに 入 下

き

加 」

。る 参 令

とげ に 政

いとよ

指品止つこに

資

北

す購れて。り

定のさ

道

場のい平海

る入て、

警

所資な成

格い
月職

有と４の

をこ年察

現立

こ日の

る１員

す。

北。
る

よ
に日

。在会

と

う日

山
長

部
本
察

警
道
海

施ュ
実シ
をケ

）ラ
。マ

。成
る作

すで

一さ

〇

見
品
製

び
及

類

府
政
た

れ

。

有 うう
を よ い

格 し と にい

第るか
る す ）

す と

き検

引、

てに

い下

おの

田

る
す
関

に
達

調

廣



９
入開に入

て契要そ号

っ
約

平

書札 札掲札

成 のげ金

十 の時 有る額 作

三 成に 効入等

年 のお な札に

五 入及係

北 海

７８
札務 と札交交

る入落財
の 付付則 ろ明者規 こ説
よの

第 に書

決

る交
。付条 定 場方

道 公 報

６
入保和

開開入以証入
保 にを北

札下札 札金年

付道 保証 消 参納海 札札
場日の 税 しす規

金 費 加
等 よる則 証

第

５
場

の札札 行
執

札入入

入
及場日 所

号

番

約海海話

契北北電

４
幌察 項札警号

条道道

を市本

す
中部－ 示

要い 央総

月 て 札びる

一 、 に否他こ消

日

告等

に る公税

２ 限の費

す し定取

定 ）にの

規 。

火

資 者るい

る ため扱

曜

を 落札
格 を入

日

１ に方第

し 者関
有 札に

規 るの す項 関所法法

項海海話の定 事北北電

札警号所よ

道道番場に

幌察でり

交定 市本

すた

中部－付め

央総

る予

付 」 うこ第
納

－ 区務

の と 所時金とと

以
除 う る。

免 い す。号

者

同、

納 ） にには下
、 。

付 相 同
。。の務
方 当 じじそ財

は 含 の則
等 を 者規

法 額

時

び

政 。 積と
、 む 見」

察平着

時
日所

郵北北

本）

番道道部 －成 便海海

号札警総年

幌察務６

市本部月

－中部会 北
海 央１計日 区階課 道

札

場
所北部－ 区務
２会

丁線 ７内 西課
条計

目

件
者 る条

い する
な とす

札し 入反 た違 しに
の 。

則、 規は 務札 財入 、た

北部。定

無

価 ２会

格
限 線 ７制 内 西課の

条計

の

丁
目

範

令 ） もい

の
低

最
で

内
囲

た。
第 の っう

契）
の の
約第 条 分
金

７ ５

か 及 に条 額

海 す第 費北 当ら 消び 相
税

道 る 及

入）

地ま 務 以
び条 財 額

９ 条会市前 ２札幌午 北
７央時 西場中

丁郵区
に２

目送北分
よ

場７に

る西送 よ条郵

効 第 、場

は目る

合丁

と
８

北告第
公

。
各る
す 条

を

成北る道の条

平海）

海規情一

情公をの

年道程報部次

も
を

格
価

月報開次よ

５

道の
海次
北を
程

情と
報お
公り
開定

定 入
消の 則 の
方で 規 上
費
税札昭め

日ここ詳

本のの細

語入入は

及札札、

便は 海
郵北合

び及の入

号警必

番道、

名所約

相者契契

イアイ

手

す札あにの

当落で約

ア

金とかす続

る者る関

をた業

落額て事

る捨税

のう

算額で

決加金者

札

う改

日開例よに

１公条

の行改る

例施にめ

条の

にする

行関す

施に正。

後

狩る狩

石す石

関る。

志狩志

後石

条め
例る
の。
施 委石

行

狩に
関 後員す

志る
石 海狩 会後 区

志

日び執札

本契行説

国約は明

通は、書

貨、公に

調開よ

達する

手る。

続。
の
停
止
等

っ申事お

額なをるに 在

を称地て

入たし務い

を

当用

書はる担使

札者出
落とす北北電す

に、こ

言

載札。る海海話る

記

警札号語

す決組道道番

こ後の察幌及

る定織

び と速名本市

）あ

定

。や称部中－通

た金もか

当たをる

にし
てて税

っ額っ免
価者

、該札業

は当落事

書にとあ

札額格で

入金
のを

記円るか

に１する

海漁

区志区

海後海

載未

整業整

調漁調

業区業

漁
会委会

員整員

委調委

一 会員規

一

規
長会程

の成

中程平

漁海
区 公業漁
業 調

調

告整整
委
員
会
規
程
の
一
部

が
有
り
得
る
。

貨 か及総央

消所部北－ にび務区

費在会２

の７内 等課西

税地計条

課丁線

税目

事

、わ

さ満で問

あ
で

者
業

金数札、

た端入ず

れの
加も

にあ参積

額がに見

金きるた 該とすっ

当る
、金 の、は約 額は者契

そ
の消額

端費の 分

村一
改月

東を３

部年

伍正
す日

を
改
正
す
る
規

の

業
事
税

免
か

る 数税

５
を係 相の 額に に分 金等

当切る

すり課に
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を第

北 海

第第

の る

各る 条 。第 条

条に例文例

三号条公条

例か例掲第書第

条者

の 第ら第げ
る条開条 の

３通３

条異条区の示の

の議の分

道 公 報

条の第

２３４

審 条例条と条
の会

意例第例す例条査

第る第 見第

次に 。 条 書

第次問

の条に条条に諮

２り２３のし

提第よ第

先項開項項２た

出

第

第 ２を

９ 事第加

条 え第 条案

条示示

例移条る三開開

第に例請請

第送を。者

通

対第求求 条知

年に の書条す
第日る

２にとる条月係

第よし意

号

第

の ８

と 条

案す

事
平移条る

成送例。
十通第
三知

年書条

五

よ関
の条

）の

事

改
に）

う係

案

。
る

め

通
送

移

１書２

２申３に第知第

通て規じ号号

の立の応
に当決決

知を定、のの

をを

、下お該定定

は却

記るて号しし

別すい各
用定とと

第場準にたた

合

様のるる

号等すめきき

のの条旨
式通条通別別

び規を書書をの

及に示

はえ知

提定す面面加通

る旨、、る）

出するは
び記記

限実及別別。

期
機そ第第

施
関の９

式式

定由様様

が理号号

、見１公

るすのの

めと

に書

項も第書項文

５る

提 にの
をの定記

おと条出規に

るさ

てる第機す録

いす

会 準。
すと付施て

用条の実れ

同、等関る

るし与機い

第９手定該

条第のが当

月２

一第

日

面
書

の
項

２

火

、
は

曜

記
別

日

８
第

書
知

書第第

の知例知記記

第

審）第
に 査
諮第る様様

会条よ号号

通項ののの

問３も式式

書規す三議

知のと第異

よに。の立

に定る者申

申係

行る議に

りよ異て

項。文示

事る公開

う書

係

前開に

、の定

は書決

る知

号係通

各にる

項示

る照よ

め見に

定意書

に

条続め第

の書も

も会る

の第事者

項を）る三

２

項に 書

次る

はと、す

面条は関

記第と報

別、の情

、し

と容

８条り内

第８おの

様
号

式にる

様次す

号の 通
送
移
案
事
の
１

の
そ

式

号

書
知

２
の
そ

に文

のはて公

も面立る

おと ６注

す次係書

と、

件な明 及け備本に不 関

示ま点 当担開りな びる

る

かるす

ほよと

のにの

担移

の

２３４５

。

、も

事を 送 送送当送

移移移

の条

２１

のの

そ次。

を

１ 第

又

よ
に

年第

文 ２

は の公 条

も
る

送
移

案
事

求。、 実部請すは 該当

部 関つ当 機等に担 施課

お

、に

は等

て課 に考い
移

けわ 話受合 電をい

送問

し

した局け

をし務受 を

機施 理た施実 た実等た

話
電

関
機
施

実

由日関機

規名

月の

の 項容

１書内

請、
示り

開よ
日に称 定

お

後あと

狩のの

石求次 様

志っ

書
知

通

く

たせ

業月

工
本
日第年

部に。

関い

機さ

施だ

実
て

い
お 月

年

等
定

決 ）示 線開 内

区公事

海たり

日）
線

内

送

調に移

業書を

漁文案
、の

員てた

委いし

整つ
知

道通

長海、

会北で

会

報し
情

一
二

号日

格
規

月
年

公ま

こ ）る 課す
を

）
４

日

例
条。 印

開す
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三 式

年 の第
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明 等備本る不 課す ６注
なは

示に点

開とな

件こ
求り、

請

道 公 報

移担移会

の議

２３４５
を長 送 送送当送議

移移

けお

をし務受に をを事

した局

第

し１ 第送

又

、

文 ２で

は のの公 条た
項知容

５通書内

年第

号

月 に条

一 次関

日 公

５）

の係

文

様書 式

の を

火 開

え
加

示

曜 るに 。係日

る

考い。課

つす当

にま担

送い

移問

、お

はに

て等

たく

けせ 話受わ 電を合

北る た実等たけ し

北だ

日関道当

機海担 理た施

務

話事

電会
議

道
海

北

由 いす
おま名

月にし

の

局

請す
示用

開準
日て。称

た１
っ第

あ条
の同

求る

区
海

志
後

狩

様石

公項

書
会

照
見

意

長
議

会
議。

道い

海さ

第

に
お 内

示業

開工

て本 ）い日 線

月
年

定格

決規

定
書規

文の

課

日）
線
内 次
、、
てり

いよ
つに

に
事
報り
情お
道と
海の
北

会
員
委

整
調

業
漁

開案
公

紙
別

号

長
会

意備

４５

）

を４

等

又れす第る

２３

当 見
担

理 上てる北

報道に

記い情海条由 は

開１ 報の

例移
条を

公る

決公 海に件開示

北本公

文 情す示例定

道関開条

印

報る請第に

定
決

示
開

の
書

文
公 考

） 出
等 提
局
の務
事 書

先
〒

電

－話

容書内報り

文の情よ 内

に条を

記開示

に容公開

係書

さ関例す

録

公情求
が係第意

の 開報に条る

公項書

例記る２見名

条

規に

基さ文の」称 に録

にり

きたを定よ

づれ書
理り

石文のよ、

、公次

志つにご

後に由、

狩書

様

書
見

意
る

係
に

一
三

）

業月

工
本

日年

見年

海年いよ意

）
線

内

示示お

漁開開を

区てり
求すき

調請を聴月

業月
あこま日

委日がるし

整

ので

会次りとすま

員に

長とし対でに

会のまに

り。て別返

おたし、ご

日

格
規

月
年

、紙送

北く

）
４ 情書い

道文さ 印

海公だ

日

。



第
記

別
式

様
号

９
第

北 海

のおて 意２なし
載 ３注

、のさ 見は２だ

欄、く

該欄い

道 公 報

文示 は対

公開

又反

１２

書思

内決
意

第

名先
絡

氏連年

号

石
平狩
成後
十志

三海住
年区

五

関
条

漁所

公

）
係

に
定

決
示

開
の

書
文

がす、 示障

当で。 開支

る さ

を 理 るを」 る れ方有 あ

囲
囲で

で印
印○ と由○

開支 定

だ場
くだ

でん
ん

対有さが

のに示障 の 容

と分
部 る す無る 名れあ

月

有

称る ので

他け

の付

そ日

人
法

っっ

ああ

にの

体会

団照

て電た

月業

一調法

日

会の

会他

員の

委そ

整人

火

体

長団

曜

あ

様に

日

て
っ

書
知

通
る

係 合

格
規
業月

工
本
日第年

に
欄
の

３
、

。は
いに

さ は話件

無

的
体
具
を
見
意

及て

称い

名号つ

、番に

のお

者と

表の

代次

び、

事
、

は

し

）答

名回

氏り

在
所
の
所
業
事
は
又

所
務

号日

地

）
４

第
記
別

式
様
号 開開担備

３４５６

記
に

で１２ 行の

を 決当 示 示 示 が御公開号 止、番 停
を

。
す
ま

さ承決 文 な了

起る

公とこらす

たのか
しと

書り開算こ

文おの

）

年開文決てが

の公示

第
関
条

審

）
係

諮
会

査

局 たす

し務 施 を実事 定 書定

話
電

由日等考

理る

日 かさ月 の なだ年 れく
き

と称び た。及 っい名

で

年

は

示書定

求開不以ま

請のに日き

決がにが

に示服内す

月

る北開

日い定あ、、

つ

を

け、し場海示

付てを
海のは知実

の北た合道
こにす

狩道で、事施

石 様

志報通の対る

後情、

書
知

通
問

月
年

業
工

本
日

る日 す
関

に

月

日）
線

内

し日
示

開第 が
報け 情付

区開し示てま

海公知開
す定政に

漁条ま決行で
服議

調第。が不異

業例

あ 整

に第た査立

委条っ審申

とに及

会関１こ法て

員

こ

長るのを基び

会す項

に

報定っくれ

情規知づ

がにた異

一
四

格
規 日議基

す
ま号 れ

さ

）
４

立く 印

録りの申づ

記よ
れ次日て執

さ、翌



第
記

別

平 号

成 様

十 式

三
年 第

五

北 海

事
当

担備

４５

道 公 報

申

文問 議

公異諮

１２３

て
立 書を

第

条、
開で

公の
報た

情し
し

第知

年例通

号

月 第 条

一 三 関

日 者 係

の ）

申
議

異

火

て
立

曜

係
に

日

公
る

た

の

のし

話
電

等考

局
務

称容日

内 名

の
日項

１。
第す

月条ま
よ

様石開に
の定

け規
付

等次

志定、

後決り

狩示

区にの

海

書
知
通

示
開

の
書

文

格
規
業月

工
本
日第年

お

漁対と

日
月

年

）
線
内

議海

整異北

調るり

業す

会て報

会立情

員申道

委

会
て査
い審
つ開

長に公

号日

月
第年

北に
、

）
４

第
記
別

式
様
号

４

を

当 示
開担備

５６７

異定決

報の非の決る

３

う開２う

開ち示にち議定

諮 印

示、を記、申却）

公異 よ
に１２ 定

道問
海 号日

の申 文 次議 り

第
関
条

異 係

議 ）

公
る

係
に

て
立

申

日等考

る局

す

務 施
実事 決異求載開立下の

話
電

は由

定議めさ示て又理

たる対棄

し申たれすに

情人報情情す却

た立情

と書立
報が）報報るす

開名係 関りに の におて

報実
情を称情 る示る す

狩さこ

石録る
記す
が施

様

志たと

後れと

書
知
通

示
開
の
書

文

一
五

月
年

月
第年

内

海公し

業
工

本 日）日 線

の

業にた

漁書し

区文ま
、通

委て、

整いで

調つ

長申ま

会議し

会異知

員

格
規

号日

に
て。
立す

決
る 印

す
対

）
４



規 ７の
こ
附

は 備程
則

成
平

、

北 海

定決開担

の決る

４５６

示 ち議定

う異

開立処の

を 、申原）当

施 示て分理実事

道 公 報

ち情２

報の開うる

２３

異う示
、求記

議非ちを、報に

議たさ

立示異め載

申開
てと

第

公 付て。

日立す１ 申ま
決

る書

す

文 第対
けに

号

平
成
十
三
年
五

行
施

ら
か

日
１ 考月

５
年 変す

すにを由務

。
る

す

す日等

情す更る局 る対 た

にし申情れ

話
電

報る

情人）関情

係た立報に 号定

の

情報がのす報

る

り称 す非よ

関でに名

に
報の

情示次

る開
録開り

石記部お

が一と
を

志れ）示

後さ示開

狩
区公定実

海た決

月
一
日

火様

曜

日

月
年

格
規
業
工
本
日

しす

漁文を施

日）
線
内

整つしこ

調にまる

業書
、し

員てがと

委いたと
処た

長該し

会当ま

会、
る通
係、

年にで
分の

）
４

第

る

４
の第

。第 条 審 と条
第の会条者

す例条査三

次に例か

る
。

の

条に諮第ら

２３

第次問

第

条 ９

条例条 条

第

三開開意例第例

第
者条示示見第
条 に例請請書

よ第

対第求求の条に条

年に提第

２を
す

第

の事第加

告

８ ）第

え と条案 条 の８事

を。

一条案す例移条る

通第

部を移条る第送

を次送例。

次の通第条知
の書条

次
議し

月異知 印

のよ知

成北程
海 海と平

北の北

海

道 道お

情 情り

公 公め５情

報 報定年道

開る月報

項２たの議

３のし条異

書をのの立

の条旨２申

はえ知知を

面加通通て
す

別。、下

、る）は却

第場

第記る

記別

合 号
様号等

開項

る条月係出２り２

及に示の

意第日る先項

書項文び規を書

見１公

するは

提に書提定す面

定記期る旨、

出規に出

び記

機す録限実及別

の
の実れ機そ第

会るさ施

いが理号

付施て関の９

等関る定由様

与機

第よし

よう書条２にと

に改２５る、

うに）の

改め第項も第

正る２にの

のいすを

す。項おと条

。書てる第

る

面準。
、

別るし

、すと

は用条

日開

条 条。１公

開

記同

行の

施 施例

の の条

例 例

す すに関 関行

に に施

行

日高 高る日 日する る関

区 区高高海 海日

公日
高
海
区
漁
業
調

）

開の知

の式通

式様の

係問

に諮

定会

決査

示審

によ

書に

知書

通知

る通

すの

のが当めと式

より

続め第事る公

手定該る

事者は書

）る三項。文

項示

は関前開

項に、の

の情号係

次る各に

、す

め見

おの定意

と報にる

９

第条第

と容る照

り内

の第

様項を

号２条

８第

式
そ書

、

の、し

１はと

の面条

８条

移第８

案記第

事別

区区漁 漁海海

通号の

送

整 整業業調 調漁漁業 業

委委員

員整整委 委調調

程

程会会規

規員員会

会
一長程

の会規

を吉一成

部の平

改部

整
委
員

告会

一
六

すと

との

のも

もう

る行

に

るの書

すも会

。
るす

様次

、も

かる

ほよ

。の

よのの

にそ次

書式に

知 正田を年

もの条

る２１

る正正月

す改５

規す

を規公

程一る日



の関お

４５

平 移担移及け成 送当送びる十 を事を当担三 し務受該当年 た局け実部五

北 海

送 送 は
公移移

又
１２３

容し

書を を 内
文

道 公 報

第
項

１
年第

２
の

条

第

記そ

別

別
第の の記
８１ 条開第
号 例示８
様 第通号
式 知様

条書式

３次８

のを第

号

第

の
各る 条

掲第書

条に例文

号条公
の

例
第げ
る条開

施課 の分３通

条区の示

実等た月 施実機等一 機施関日

施
実

関機に
機火

電電

関

曜 話話

日

の

称由日

理 名た

た のし

、
示り

開よ
日に

定
規

月
お

日あと
のの

様求次
請

の条

区公事

海たり

高っ

２よ関

第

事

決改

のに）

号う係

案

し。

をる

定め

移

と
た

送

別
き

通

じ号

の応１書

３に第知

お該定

に当決

定、の

規

と

準にた

て号し

い各を

条通別

るる
すめき

用定

部

案

日
月

年

））

線線

内内

つ送

調に移

業書を

漁文

会、の

員てた

委いし

整

道通

第年長海、

会北で

記

開す
公ま

月報し
情知

第

知

様
号

書

記

係
に
て
立
申
議
異
の
式

第書第

例知
に

の

３も式

第る様

条よ号
る者

規す三

のと第

項の
書申

る議

よ異

に。の

定

移会等

の議課

４５
）
課

を事を長

送当送議

移担

送 送 は
公移移

又
１２３ し
第送

例

号日条。 印

文

る

年第、
２で
のの
条た

書
文
公

２
の
そ

立

ま点
りな
な明
に不
と
本

６注

次係

、に

はて

面

けお

し務受に 示
開
件 備

担

施北る

実等たけ

た局

電

議
道

海
北

関道当

機海

書を を 内

務

話事話

電会

由日

理 名た

た のし 容し

おま

月にし
項知
５通

称

す
示用
開準
日て。

いす
第

日あ条
の同

様求る
請

当
担
。、
すは

高っ

事

等
課

部

案

問
お

に

移

合
い

送

、
は
て 考い

つ
に
求
請

わ

局

け
受
を
送

移

内内一 線線七

項

海た１

日
月

年

課

））

に定

業書規

漁文の

区公

員てり

委いよ

整つに

調

年長海の

会北次

会、、

く
せ

月報り
情お
道と

第

通

い
さ
だ

知 。

書

に
関

機
施
実

た

業
工
本

日

公事

等
定
決
示

開
て
い
お

規

例移

号日条を 印

開案 格

こ
る

す
を

）
４



理

れす第る

２３

上てる北

る報道に

記い情海条由

書内報り

文の情よ

公

北 海

開示又 北本公開１ 報の

は 道関開条決公 海に件
る請第に

文 情す示例定
係書内

報
公情求

開報に条る容

道 公 報 第

記
別

別

第 注記

９ す第

号 本る不８

様 件こ明号

式

示に点式

開とな様

求り、次９

請なはの第

号

６

平備 成
十
三
年
五

に条を

記開示

に容公開 が係第意

の

さ関例す

録 公項書

例記る２見名

条

規に

基さ文の」称 に録

にり

きたを定よ

づれ書
書理り

文のよ、

、公次

年いよ意

つにご

に由、

てり見年

開
の

書
文

公

様

示

日 に高 係海

る

す当次関

にま担に条

区

て等５）

い。課の係

つ

加

移問を

、お式

はに様

せ。

受わる

を合え

送い

北だ

たく

け
月
一
日考

火

曜

日

を聴月

月示示お

開開を
ま日

日がるし

求すき

請

ので

次りとすま

にあこ
、ご

とし対でに

のまに
紙送

り。て別返

おたし
北く

、

漁

海公だ

意

業 見

調 照整

会

員
委

書

道い

海さ

月
第年長
会
会

お
に
長

議
会

議。

決規

示業

開工

て本

い日

意
示 は対

開

又反
２

定格

文
公

１

。

情書い

道文さ

区
海
高
日

号日印

氏連年 漁住

意
４

備
５紙

別

）

を４

等

容開支 定思

内決

当 見
担

れあ

対有さが

に示障 の

書

絡

ると分
部 る す無る

月

名先

他け

の付

名 そ日

人

の 法

あ

にの

体会

団照

ので称

整
調所

業

あ

員人

委法

公

会そ 文

会の 書長他

のの

開

体

様団

示

に 決あ 定

考 先
） 出
等 提
局
の務
事 書

電た

っっ

無
有

－話
電

〒

名号つ

、番に

は話件

て
表の

代次

び、

及て

称い

っ

名回

氏り

のお

者と

に

は
て

係

、 る

事 意務

見

又
所

書

月所
の

所

年業
事
は

）

業
工
本

日

内 一線 八

）
地

在

。
す

ま
し

）答

）

格
規

日

）
４



番

１２

平 公開号成 示十 決 文

三

書定年 年五

北 海

らす停で

たのかを行の

文おの起る止、

公とこ

とな了

書り開算こが御

文決てがさ承

の公示し
でれく

年開
示書定

請のに日きなだ

道 公 報 第

第
記

別

注

載

号 ２なし

様 のおて

式

は２だ

欄、く

該欄い９

、のさ第

号

月 の

見
意

３

月 日一 及 名

日 称び

火

曜

年日

っい

月求開不以まかさ

がにがた。

に示服内す
き

日い定あ、、と

つ決
場海示は

付てをる北開
実

の北た合道を

け、し

す

道で、事施

海のは知
日

報通の対る

情、こに

開し示てま

公知開し

開
の

書
文

公

様

示

日 決高 定海

に

る係

す、関

当で。条

区

印
印○

○を
を」

方有）

場
くだ

でん
ん囲

囲で
で

る れ
あ さ

が
示障

開支

だ

で

第
け
付
日

月

と由
理 る

異

例す定政に

条ま決行
あ服議に

第。が不

第た査立す

条っ審申関

に及情

関１こ法てる

に

が

るのを基び報

す項と

定っくれ開

情規知づこ
議基さ

がにた異に示

報

漁

録りの申づれ

記よ日

係

業 る

調 通整

知

員
委

書

いに
さ合

月
第年長
会
会

に
欄
の

３
、

。は
体規

具業

を工

見本

意日

立くま

申
議

異
２

号 的格

し

れ次日て執す

さ、翌

、
開で公 公の

報た１ 情

号日印

年例通

文 条

第
記
別

式
様
号

４

当
担備

５６
）

記４

に

の
て

立

を 決

示 示
開開

３

し
第知書

容
内

の

項称 １。
第す名

月条ま
よ
開に

の定
け規

付の
日

高定、

日決り
示

第
関
条

審

）
係

会
査

様

諮

を実 定

話
電

等考

局
務

事

由日

理る

たす

し施

一
九

お

漁対と

区にの

海等次
議海

整異北

調るり

業す

会て報

会立情

員申道

委

て査
い審
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